
 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の相談・説明会参加時は、マスクを着用し、体調不良時は、連絡のうえ、療養ください。 

◎就業相談 ※就業をしている会員の方のご相談をお受けします。 
 日時：12 月 17 日（金） 13 時 30 分から 15 時 30 分まで 

 会場：中老人福祉センター（シルバー前）小集会室（１階） 

 ★ 事前に事務局までお申し込みください。予約がない場合は、開催しません。 

◎未就業相談 ※就業をしていない会員の方のご相談をお受けします。 

 毎週水曜日実施（場所＝シルバー人材センター紹介相談室） 

 ※ 第３週のみ就業相談と併せて実施します。[12/17(金)] 

 ★ 事前に事務局までお申し込みください。 

◎入会説明会 
 日時：１２月 9 日（木）・23 日（木） 13 時 30 分から 

 会場：シルバー人材センター紹介相談室 

◎出前入会説明会 
 日時：12 月 1 日（水） 10 時から 11 時 30 分 

 会場：ハローワーク彦根 １階第２会議室 

◎女性向け入会説明会 
 日時：12 月 15 日（水） 13 時 30 分から 

 会場：当センター紹介相談室 

◎配分金・賃金 振込予定日 

配分金 

（請負） 

12 月 20 日（月） 
 

 

賃金 

（派遣） 

12 月 20 日（月） 

 1 月 20 日（木）  1 月 20 日（木） 

 ２月 21 日（月）  2 月 18 日（金） 

 

 

 

正会員数 1,057 人 

男性 695 人  女性 362 人 
（11 月 23 日現在） 

No.213 
（２０２１年１２月号） 

  〒522-0056 彦根市開出今町 1419 

  TEL.0749-22-5622 E-mail : hikone@sjc.ne.jp 

  FAX0749-26-4800 URL : https://webc.sjc.ne.jp/hikone/ 

自主・自立 共働・共助 

公益社団法人 彦根市シルバー人材センター 

 

会員でないお知り合い方

に､お声かけください！ 
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業務内容・就業先 募集人員 就業時間・期間 応募締切 その他 

[派遣] 

荷受け・伝票整理 
ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ大藪(大薮町) 

1 名 

R4.2～ 

6:00～9:30 

シフトにより就業 

土・日・祝日含む 

決定次第 担当 真山 

[請負]  

ビルのシャッター開閉と見

廻り  (佐和町) 

1 名 

1 日 2 回(朝 7 時、夜 7 時) 

5～10 分程度 

週 2～3 日(要相談) 

決定次第 担当 近藤 

 就業会員募集は、「事務局たより」以外に、その都度、事務局廊下の

求人ボードに掲示、または、携帯電話等へのシュートメッセージで配信

する場合があります。ショートメッセージの配信では、 

①NTT docomo､au､楽天ﾓﾊﾞｲﾙ の方は、「050-5491-4105」の番号から、 

②Softbank､Y!mobile の方は、「242244」の番号から、 

メッセージが届きます。 ※詳しくは、事務局まで。 

 注  心当たりのない番号には、要注意を！ 
 

担当 中村 

《就業報告書の記入について》 

 就業報告書で、就業した日・時間などを修正する場合は、修正箇所に

二重線を引き、訂正印を押し､正しい日・時間などを記載してください｡

修正液や修正テープ､鉛筆は､絶対に使用しないでください。 

 間違った訂正方法の場合、再度センターまでお越しいただくこととな

ります。ご協力をお願いします。 

担当 中村 

 ※ 「面談」と記載されている業務は、適正就業推進委員による面談を行います。 

  面談の日は､事務局から指定します。 

    

事務局は、１２月２９日（水）から１月３日（月）まで年末年始の休業とな

ります。この間に報告書等を提出される場合は、センター玄関横のポスト

に投函していただきますようお願いします。 

◎１２月の就業報告書の提出について 
 12 月の就業報告書は、就業が終わった分から提出してください。 

 ファックス、郵送、センター玄関横のポストへの投函などにより、 

 １月３日（月）までに届くようにお願いします。 

送信サンプル 

下線部分をクリック

すると、事務局で既

読確認ができます。 

ご協力ください。 
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 をお渡ししています 

 ｢202２年版会員手帳｣の購入を申し込まれた方は、事務局に 

取りに来てください。代金と引き換えにお渡しします。 

   １冊２８２円（税込み） ※おつりのいらないようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 全シ協は、㈱カーブスジャパンと優待割引に関する契約を締結しました。当センタ

ーの会員ならびにその家族、役職員ならびにその家族が対象となります。 

 優待内容  入会金通常 15,000 円(税抜)を 5,000 円(税抜)に割引 

            ただし、入会金割引は、初回来店時に入会された場合に限る。 

 利用方法  専用ダイヤル(0120-441-029)に電話し、申し込みの際に必ず 

        「シルバー人材センター2668」と申し出る。 

 市内施設  カーブスビバシティ彦根、カーブスアル・プラザ彦根 

        メンズ・カーブスも対象ですが、県内にはありません。 

 ｶｰﾌﾞｽとは  米国生まれで、自分に合った無理のないペースで、短時間で高い効果を得られる女性

だけの 30分間のフィットネスクラブ。10歳代～100歳代まで、運動の得意・不得意に関わらず利用。 

                                                        (ｶｰﾌﾞｽＨＰより) 

 

 
 

寄 せ 植 え 講 習 会 
   日  時  令和 3 年12 月 14 日（火） 

     9 時 30 分～（2 時間程度） 

  場  所  彦根市シルバー人材センター 紹介相談室 

  対  象  彦根市内の 60 歳以上の女性の方であれば、会員以外も参加できま

す。お友達、お知り合いをお誘い合わせて、ぜひご参加下さい。 

  参 加 費  3,000 円 （材料費｡移植ごて等は、こちらで用意します） 

  申込期間   12 月 6 日(月)､事務局まで  （申込多数の場合、先着 15 名） 
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令和 3年度 彦根市シルバー人材センター安全標語 

 入賞作品 (大塚 健次さん)            事故の発生状況  

 R3.10月 R3累計 前年同期累計 

傷害事故 2 7 4 

賠償事故 0 4 5 

派遣傷害 0 0 1 

計 2 11 10 

１  発生日時： 10月 19日（火）  10時 頃  就業中 

事故状況： 剪定の就業中、作業終わりに高い位置の脚立の固定紐を

解き、下りようとしたところ、脚立がぐらつき、２ｍくらいの

高さから落下してしまった。当日はそのまま作業を終えたが、

翌日に通院したところ腰椎損傷と診断され、入院した。 

事故原因： 梯子上部だけでなく、下部での固定も必要だったのでは。 

        複数人で作業をしているので、下りる際に梯子を支えて

もらうなどの補助を頼めればよかった。 

再発防止策： 不安定な足場には梯子を設置しない。 

       危険だと判断した場合は、その部分だけ就業を控える選択

も。 
 

２  発生日時： 11月 8日（月）  19時 頃  就業途上 

事故状況： 街灯の無い曲がり角で左側通行していた会員自転車と、

右側通行してきた学生の自転車とが衝突、会員は座り込ん

だまましばらく動けなかった。翌日､腰痛で通院したところ、

全治 3ヶ月と診断された。 

事故原因： 夜道で先が見えない状態であった。相手が右側通行して

いた。 

第 240号 （2021年 12月） 

発行責任者 安全委員長 上 田  均 

公益社団法人 彦根市シルバー人材センター 

いつもの作業に隠れた危険  

手を出す前に安全確認 
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再発防止策： 暗い時や見通しの悪い道などは充分注

意して（ベルを鳴らすなどの対策をして）自転

車を運転する。 

センターから： 複数人で作業にあたっている場合は、必ず危険箇
所の周知と、それに対する補佐をお願いいたします。 

自転車の運転は加害者になりうる事も考え、自転車賠

償保険等の加入状況のご確認をお願いいたします。 

 

 

 彦根市では、感染拡大を防止するため、本

市のみならず県内広域において共通した一定

の取組が必要という観点等から、国の新型コ

ロナウイルス感染症の基本的対処方針や滋賀

県で策定された『コロナとのつきあい方滋賀

プラン』に基づく感染拡大防止対策による対

応を、市民の皆様にお願いされておられます。 

基本的な感染対策の徹底について 

・基本的な感染対策の実践（手洗い、マスクの着用、3 つの密の回避など） 

・会食は、認証店舗でマスク会食など感染リスクを下げる工夫

をして行う。 

・家庭でも、咳エチケット、こまめな換気と加湿、取手・ノブ

などの共用部分の消毒を実践 

・家族以外の方と接する場面（会食、寮などの共同生活、休憩

室等）では、感染リスクが高まる「5 つの場面」に注意。特に、グラスや箸の共

用を控え、会食時であっても会話の際にはマスクを着用（黙食の実施） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止システム「もしサポ滋賀」、接触確認アプリ

「COCOA」の活用 



№213 事務局たより 2021 年 12 月号 

（7） 
 

 

内閣官房 

感染拡大防止特設サイトより 
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